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午後１時４０分開会 

○委員長（髙木法生君） ただいまより予算委員会を開会いたします。先ほどの本会

議におきまして、本委員会に付託をされました議案１件につきまして審査をいたし

ますので、御協力をよろしくお願いいたします。 

それでは議案第１号平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第８号）を議題とい

たします。執行部より説明を求めます。はい、白井財政課長。 

○総務部財政課長（白井栄次君） それでは、議案第１号平成２５年度美祢市一般会

計補正予算（第８号）について御説明を申し上げたいと思います。 

  内容についての御説明をさせていただければと思います。恐れ入りますが、別冊

の補正予算書の１－１２、１３ページをお開き願いたいと思います。 

  まず、最初に歳出についての御説明でございます。まず、２款総務費・１項総務

管理費・１０目活性化対策費におきまして、右のページの説明欄にございますとお

り、００１地域活性化対策事業のゆたかなまちづくり基金元本積立金として３５５

万８，０００円を計上いたしてございます。これは、今回の補正により発生をいた

しました余剰金を、今後の本市における歴史伝統文化産業等生かし、健康で住みよ

いまちづくりを推進するため、ゆたかなまちづくり基金へ積み立てるものでござい

ます。 

○委員長（髙木法生君） はい、中村建設課長。 

○建設経済部建設課長（中村壽志君） 続いて、その下でございます。それでは、８

款の土木費につきまして、御説明いたします。このたびの補正につきましては、平

成２５年度社会資本整備総合交付金、安心安全なやまぐちの道づくり防災安全で、

美祢市に割り当てられた交付金額内で事業ごとに精査し、緊急性を考慮し再配分し

たことによるものでございます。 

  まず最初に、２項の道路橋梁費・１目の道路維持費につきまして、９０万２，０

００円を減額補正するものでございます。右のページの説明欄の００２の社会資本

整備総合交付金事業のうち、委託料として８万２，０００円の減額補正を計上して

おります。これはトンネル施設総点検業務で、秋吉台上にある矢の穴隧道と秋吉台

隧道の２カ所について、トンネル内の劣化やその進行度を把握し、対策の要否を判

定する業務委託料でございまして、入札減に伴う減額でございます。 

  次に、その下の補償、補てん及び賠償金として、８２万円の減額補正を計上して
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おります。これは、大嶺町奥分地内で施行しております麦川桃ノ木線法面防災工事

に伴う用地及び電柱等移設工事の補償金でございまして、現地精査の結果、電柱等

移設場所が市道敷地内で確保できましたので、工事費が無償となり減額するもので

ございます。 

  次に、その下の３目橋梁維持費、右のページの説明欄の００２の社会資本整備総

合交付金事業において、委託料として５１２万５，０００円を減額補正するもので

ございます。これは、橋梁長寿命化修繕計画策定業務で急速に進展する橋梁の老朽

化及び劣化損傷に対応するため、長寿命化修繕計画を作成する委託料でございまし

て、橋梁点検した結果、橋梁数の減、５４０橋から５２５橋及び入札減に伴う減額

でございます。 

一方、その下の３項都市計画費・２目街路事業費、右のページの説明欄の００２

の社会資本整備総合交付金事業において、公有財産購入費として５４６万９，００

０円を増額補正するものでございます。これは、都市計画道路渋倉伊佐線用地買収

の進捗を図るため増額するものでございます。以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、末益教育総務課長。 

○教育委員会事務局教育総務課長（末益正美君） 続きまして、同じページになりま

す。１０款教育費・２項小学校費・２目教育振興費の備品購入費といたしまして、

５０万円を増額するものでございます。今回の補正につきましては、元学校長であ

りました伊佐町の古屋美勝さんが教育功労賞として、高齢者叙勲を受けられまし

た。その記念といたしまして、美祢市の教育振興に役立ててほしいということで、

御寄附を受けたものでございます。教育振興のために教材備品を購入しまして、有

効に活用させて頂きたいと考えております。以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、中村建設課長。 

○建設経済部建設課長（中村壽志君） 続きまして、歳入の御説明をいたします。議

案書は１枚前に戻って頂きまして、１－１０ページ、１１ページでございます。 

１４款国庫支出金・２項国庫補助金・４目土木費国庫補助金につきまして御説明

いたします。これにつきましては、先ほど歳出のほうで御説明いたしました平成２

５年度社会資本整備総合交付金で割り当てられた交付金額内で事業ごとに精査し、

緊急性を考慮し、再配分したことによる補正でございます。減額となる内訳といた

しまして、道路橋梁費補助金において、委託料及び補償、補てん及び賠償金の減に
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伴って、国の補助分であります３６１万７，０００円を減額するものでございま

す。 

また、その下の増額となる内訳といたしまして、都市計画費補助金において、都

市計画道路渋倉伊佐線用地買収の進捗を図るため、国の補助分であります３６１万

７，０００円を増額するものでございます。以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、末益教育総務課長。 

○教育委員会事務局教育総務課長（末益正美君） 同じページになります。１７款寄

附金・１項寄附金・１０目教育費寄附金でございまして、５０万円を計上しており

ます。これは、先ほどの歳出で申し上げました、御寄附を頂きました５０万円を計

上しているものでございます。以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、白井財政課長。 

○総務部財政課長（白井栄次君） 続きまして、２１款市債・１項市債でございます

が、６項土木債におきまして、社会資本整備総合交付金事業の事業量の変更に伴い

まして、街路事業債について３００万円を増額補正いたすものでございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、山本高齢福祉課長。 

○市民福祉部高齢福祉課長（山本康房君） １－４第２表債務負担行為補正をお願い

いたします。まず、緊急通報体制等整備事業委託料でございます。これは平成２６

年度から平成３０年度までの補正でございまして、このたびの３月補正では、入札

後業者の変更の機器による切り替え等また変更等に時間を要し、４月の稼動には間

に合わないということで、このたび債務負担行為の補正を行いました。限度額は

１，７３７万円でございます。 

  続きまして、美祢市共楽荘給食業務委託料でございます。これは、平成２６年３

月３１日で３年契約が終了いたします美祢市共楽荘給食業務委託料として補正いた

すものでございまして、３月補正でございますと保健所によります営業許可の発行

に１カ月以上要すということで、このたび補正をいたしたものでございます。これ

は、平成２６年度から平成２８年度まででございます。補正額は７，６４６万８，

０００円でございます。これは、また保健所のほうの営業許可の有効期間満了の日

の１カ月前に届け出が必要だということで、このたびの補正をやっております。以

上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、白井財政課長。 
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○総務部財政課長（白井栄次君） 続きまして、その右のページでございますけれど

１－５ページでございます。こちらでは、第３表の地方債の補正ををお示ししてご

ざいますけれど、今回の補正に伴いまして、街路事業債につきまして限度額を変更

いたすものでございます。 

議案第１号平成２５年度美祢市一般会計補正予算（第８号）のにつきましては、

以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございません

か。はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 今説明がありました債務負担行為の補正、この中で美祢市共

楽荘の給食事業委託料７，６４６万８，０００円、これついています。年間でいえ

ば２，５４８万程度になりますけれども、３年間ということで、これに対しまし

て、まずアウトソーシングされてる業者さん。これが導入するに至った経緯です

ね、業者が参入してきた。それで、業者はいろいろ食品等、肉類、魚類等、この予

算の中から給食をつくり込んできていますけれども、当初美祢市の、これまず市内

の業者か美祢市外の業者なのか、そのアウトソーシング、外注先は市内か市外か、

まず一点そこからお尋ねしたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） はい、山本高齢福祉課長。 

○市民福祉部高齢福祉課長（山本康房君） 現在、共楽荘で給食業務を委託しており

ます業者につきましては、山陽小野田市の業者で西日本医療サービス株式会社でご

ざいます。以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） この外注、山陽小野田市の業者ということで、この業者さん

３年か４年くらい入札で入ってきてされてるかどうか、これについてお尋ねした

い。 

○委員長（髙木法生君） はい、井上市民福祉部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君） 岡山委員の御質問にお答えいたします。前任者等に

も確認しましたけれども、西日本医療できてるということです。以上です。 

○委員長（髙木法生君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） それでですね、実際ここの業者を入札に当たり、何社か共楽

荘の給食をつくり込んでいくということで、入札が１社だけであったのかどうか。
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その辺をちょっと聞いていきたいということと、ちょっと聞いた話でも、この業者

さんの中での、エリア内での自分の関連会社の肉とか魚とかを全部取り扱っている

のかどうか。当初、確か最初美祢市の業者さんも食料品を入れて対応するようなこ

とを言われていたけれども、その辺の比率といいますか、どのようになっていった

か。実際もうそこに全てお任せになってるかどうか、その辺についてお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（髙木法生君） はい、井上市民福祉部長。 

○市民福祉部長（井上孝志君） 岡山委員の御質問にお答えいたします。今、市内で

の調達率がどうかというちょっと資料がございませんので、業者のほうに確認いた

しまして、きちんとしたものを聞いて調査をしたいと思ってます。 

それと入札につきましては、当然給食サービスをできる業者について数社選定し

て入札を行うという形をとっております。 

今回の１月補正でお願いしたのは、もし業者が変わった場合、そういう期間が、

準備期間が持てませんので、今回の臨時でお願いをしてるところでございます。当

然入札に際してできるだけ市内の調達関係、お米にしましても、野菜等につきまし

ても、市内で調達できるものはできるだけ調達できるようにというお願いなり、指

示はしておりますけれども、一部やはり冷凍品とかになるとなかなか難しいかなと

いうところもありますが、御協力のお願いは常にいたしてるとこでございます。以

上です。 

○委員長（髙木法生君） はい、岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 私が心配するのは、市内の業者じゃなくて、市外の業者さん

でアウトソーシングした場合、そこの関連の、いずれにしてもグループ内の食糧関

係を皆調達して、そこでつくり込んでくる。そうなると、ほとんど美祢市の食品関

係の業者さんは、本当に厳しいですね。 

だから思うのは、だから私は行政としての捉え方として思うのは、肉類とかいろ

んな食品関係というのは、ある程度ここまでのもの、全体１００％としたら３割は

絶対市内の業者さんで調達してもらうとか、そういったところの条件というものし

っかりと私は入れとかんといけんと思っておりますよ。だから、そういったところ

のだんだんそういったとこが駄目になって、実際の魚とか地元で調達しておったけ

れども、それはできんようになったということも聞いてますよ。 
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だから、その辺をしっかりときちっとしたものを私は持ってアウトソーシング、

外注発注するにしてもいいです。非常に衛生関係で、ここの業者さんというのは食

中毒は起こさないし、そのための対応というのは私は十二分に、逆に言えば美祢市

以上かも分かりません。だから、そういった面で、だけど地元の食品関係の業者さ

んも入れていく、そういった基準づくりというものをしっかりと盛り込んで頂けれ

ばいいかなと、その辺は今後検討していっていただきたいことを要望として終わり

ます。以上です。 

○委員長（髙木法生君） はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） これは質問というよりも教えていただきたいんですが、予算

書の１－１２ページ、１３ページ、８款の土木費・３項の都市計画費で右のほうに

行って、右のページに事業費は５４６万９，０００円、財源内訳を見ますと、国庫

の支出金が３６１万７，０００円、市債、市の借金でありますが、これが３００万

円、私のような単純な人間は５４６万９，０００円から国から頂けるお金の３６１

万７，０００円を引いた差額の１８５万２，０００円、これを一般財源から出され

て、わざわざ市の借金３００万円をせんにゃいけんもんかどうか。その辺のテクニ

ックかまたは将来、先で地方交付税かなんかに上乗せして、おんぶしてもらって、

例えば１０億円にプラス３００万円の地方交付税がくるとか、そういうふうなこと

があるかどうか教えていただきたいと思います。 

○委員長（髙木法生君） はい、白井財政課長。 

○総務部財政課長（白井栄次君） ただいまの岩本委員の御質問にお答えしたいと思

います。この市債の３００万円につきましては、過疎債でございます。本来市の財

政につきましては、手持ちの資金で運営するというのが一般的ではございますけれ

ど、特例といたしまして、建設事業につきましては、起債をしてお金を調達すると

いうことが許されております。起債をして借金をつくることにつきましては、建設

事業につきましては、受益を受ける方が現世代の方ではなく将来にもわたるという

ことで、将来の方にもそれなりに負担をして頂くという負担の公平を念願にこうい

った起債ということを考えておるものでございます。 

また、過疎債につきましては、借金をいたしましても７割が地方交付税に戻って

まいりますので、市にとっては、有利な方法という形で今回のような措置をとらさ

せていただいておるという状況でございます。以上でございます。 
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○委員長（髙木法生君） よろしいですか。ほかに。はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） お尋ねします。８款の３項都市計画費の件ですが、これ渋倉

伊佐線ということなんですけど、公有財産購入費で土地購入費とありますが、これ

は公有財産ということなんですが、何なのでしょうか。それと面積はいくらなので

しょうか、お尋ねします。 

○委員長（髙木法生君） はい、中村建設課長。 

○建設経済部建設課長（中村壽志君） ただいまの三好委員の御質問にお答えいたし

ます。公有財産購入費と書いてありますが、言いやすく申し上げますと土地購入費

ということで、道路事業に関わる用地を買収する購入費でございます。 

面積でございますが、道路の延長が９２０ｍありまして、約幅員が１１ｍから１

８ｍとなっておりますので、道路面積でいえば１万３，８００㎡くらいあるのです

が、これには切り土、盛り土・法面の面積がちょっと入っておりませんので、正確

にはまた面積を言わせていただければと思います。概略で申し訳ございません。以

上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 渋倉伊佐線というのはもちろん市道ですけど、公有財産とい

うのは県の道路を買うわけなんですか。 

○委員長（髙木法生君） はい、中村建設課長。 

○建設経済部建設課長（中村壽志君） ただいまの御質問にお答えいたします。土地

を買うのは市の予算ですが、これは県の代行事業に則って事業を進めておりますの

で、工事につきましては、山口県のほうで施工していただくようになっておりま

す。以上でございます。 

○委員長（髙木法生君） はい、伊藤建設経済部長。 

○建設経済部長（伊藤康文君） ちょっと追加の説明をさせて頂きます。今三好委員

のほうから公有財産購入費ということで、この言葉をそのままとられて公有地を買

うのかということを言われましたけれど、予算上、区分上こういう区分で命名にな

っておりまして、私有地、個人の土地を道路用地を買うときに予算上は公有財産購

入費のところに書くということで、個人の土地を山とか田とかございますが、そう

いう土地を買うものでございます。よろしいですか。公有地を買うだけではない

と。それで市の道路となりますから、最終的には公有地になるということで、道路
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用地になるということでございます。また説明を分かりにくくしてすいませんでし

た。 

○委員長（髙木法生君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） よく分かりました。分かりましたけど、普通あれじゃないで

すか、道路とか幅員するときに、その土地は無償提供して下さいねというのがかな

りあるんですけど、これについては違うんですか。 

○委員長（髙木法生君） はい、伊藤建設経済部長。 

○建設経済部長（伊藤康文君） 追加の質問ですが、市としましては地域に根ざした

道路ですので、全部無償でいただきたいとこでございますが、この道路は都市計画

道路という位置づけがございます。政策性がございます。ということで、それと用

途地域内と、都市計画地域内の用途地域ということもございます。その辺を全て鑑

みまして、適切な単価で買うということでやっております。 

今、三好委員が言われました既存の道路を拡幅する等で、特定の地域に受益があ

るということで、そういう御協力もしていただいているのも事実でございます。今

後はその方向に行きたいとは思っておりますが、一応そういうことでこの分につい

ては買収するということです。以上です。 

○委員長（髙木法生君） はい、三好委員。 

○委員（三好睦子君） 誤解があったらいけませんが、全て無償提供でというわけで

はありませんので、ちょっと申し添えます。 

○委員長（髙木法生君） ほかにございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） それでは本案に対する御意見はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） それではこれより議案第１号平成２５年度美祢市一般会計

補正予算（第８号）を採決いたします。 

  本案について原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） 全員異議なしと認めます。よって議案第１号は原案のとお

り可決されました。 

  その他委員の皆様から何かございましたら御発言をお願いいたします。ほかにご
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ざいませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（髙木法生君） ないようでしたらこれにて本委員会を閉会をいたします。

御審査、御協力誠にありがとうございました。お疲れ様でございました。 

午後２時０５分閉会 
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